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オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務

化
の
違
法
性
・
違
憲
性
を
訴

え
、
全
国
の
医
師
・
歯
科
医
師

が
国
を
相
手
に
争
っ
て
い
る

「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務

不
存
在
確
認
等
請
求
訴
訟
」
に

つ
い
て
、
控
訴
審
の
期
日
が
11

月
26
日
（
水
）
に
指
定
さ
れ

た
。

　

本
訴
訟
は
、
東
京
保
険
医
協

会
が
中
心
と
な
っ
て
全
国
の
医

師
・
歯
科
医
師
に
呼
び
か
け
、

２
０
２
３
年
２
月
22
日
に
国
を

相
手
に
提
訴
し
た
。
原
告
の
人

数
は
３
次
提
訴
の
時
点
で
１
４

義
務
が
な
い
こ
と
、
②
必
要
な

体
制
を
整
備
す
る
公
法
上
の
義

務
が
な
い
こ
と
、
の
２
点
の
確

認
お
よ
び
、
慰
謝
料
の
支
払
い

で
あ
る
。

　

健
康
保
険
法
70
条
1
項
が
厚

生
労
働
省
令
（
療
養
担
当
規

則
）
に
委
任
し
て
い
る
の
は
、

「
療
養
の
給
付
」
で
あ
り
、
被

保
険
者
の
「
資
格
確
認
」
方
法

に
つ
い
て
は
委
任
の
内
容
に
含

ま
れ
て
い
な
い
こ
と
、
仮
に
健

康
保
険
法
か
ら
の
委
任
が
あ
る

と
解
釈
し
て
も
、
改
正
後
療
養

担
当
規
則
は
健
康
保
険
法
の
委

任
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
を
義
務
化
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
８
回
に

渡
る
口
頭
弁
論
の
中
で
多
数
の

証
拠
を
示
し
主
張
し
て
き
た
。

　

ま
た
、
口
頭
弁
論
が
開
か
れ

る
都
度
、
記
者
・
原
告
説
明
会

を
開
き
、
裁
判
の
経
過
や
論
点

を
説
明
し
て
き
た
。
原
告
説
明

会
に
参
加
し
た
原
告
医
師
か
ら

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ

ス
テ
ム
の
導
入
義
務
化
が
不
合

理
で
あ
り
、
医
療
現
場
に
深
刻

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と

が
報
告
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
２
０
２
４
年
11
月

28
日
の
一
審
判
決
で
は
、
原
告

所
が
原
告
側
の
主
張
を
論
理
的

に
破
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

原
告
団
は
２
０
２
４
年
12
月

12
日
に
東
京
高
裁
へ
控
訴
し

た
。
控
訴
審
に
あ
た
っ
て
、
控

訴
理
由
書
の
他
に
、
複
数
の
原

告
医
師
の
協
力
の
も
と
、
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
の

導
入
義
務
化
が
保
険
医
に
と
っ

て
負
担
と
な
っ
て
い
る
旨
を
ま

と
め
た
陳
述
書
、
ま
た
控
訴
理

由
書
補
充
書
、
法
律
家
・
研
究

者
の
執
筆
に
よ
る
意
見
書
等
を

含
む
追
加
証
拠
を
提
出
す
る

等
、
準
備
を
進
め
て
き
た
。

　

11
月
26
日
の
口
頭
弁
論
の
後

に
は
、
記
者
・
原
告
説
明
会
を

開
催
す
る
予
定
だ
（
詳
細
は
２

面
参
照
。
東
京
保
険
医
協
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
予

定
）
。
ぜ
ひ
ご
出
席
い
た
だ
き

た
い
。　

オンラ イ ン資格確認義務不存在確認等請求訴訟

こ れま での歩み

◆2 0 2 3 年2 月2 2 日　 第一次提訴
◆2 0 2 3 年4 月2 1 日　 第二次提訴、 第一回口頭弁論

◆2 0 2 3 年6 月2 9 日　 第二回口頭弁論、 記者説明会

◆2 0 2 3 年9 月1 2 日　 第三次提訴、 第三回口頭弁論およ び記者・ 原告

説明会

◆2 0 2 3 年1 2 月7 日　 第四回口頭弁論およ び記者・ 原告説明会

◆2 0 2 4 年2 月2 9 日　 第五回口頭弁論およ び記者・ 原告説明会

◆2 0 2 4 年5 月2 2 日　 第六回口頭弁論およ び記者・ 原告説明会

◆2 0 2 4 年  7 月９ 日  第七回口頭弁論およ び記者・ 原告説明会

◆2 0 2 4 年9 月1 9 日　 第八回口頭弁論およ び記者・ 原告説明会

◆2 0 2 4 年1 1 月2 2 日　 判決前記者会見

◆2 0 2 4 年1 1 月2 8 日　 判決の言い渡し およ び記者会見・ 原告説明会

◆2 0 2 4 年1 2 月1 2 日　 東京高裁へ控訴
◆2 0 2 5 年3 月3 1 日　 控訴理由書と 陳述書を提出

◆2 0 2 5 年5 月3 0 日　 控訴理由書補充書・ 専門家の意見書等を提出

◆2 0 2 5 年7 月3 1 日　 国が控訴審答弁書等を提出

◆2 0 2 5 年9 月2 日     控訴審期日が 1 1 月 2 6 日に指定

2 0 2 4 年 1 1 月 2 8 日、１ 審判決後の東京地
裁前で

控訴状、
控訴理由書は
こ ちら から ➡

１
５
人
と
な
っ

た
。

　

請
求
の
趣
旨

は
①
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
を

行
う
公
法
上
の

側
の
請
求
は
棄

却
さ
れ
た
。
判

決
は
、
被
告
で

あ
る
国
側
の
主

張
を
一
方
的
に

採
用
し
た
も
の

で
、
原
告
側
の

主
張
が
な
ぜ
否

定
さ
れ
る
の
か

に
つ
い
て
の
記

述
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
が
、

そ
れ
は
、
裁
判

控
訴
審

控
訴
審
1 11 1
月月
2 62 6
日
に
指
定

日
に
指
定

　【東京保険医協会　参考資料】



　※控訴審第１回口頭弁論の傍聴は、どなたでも行うことができます。
　　 関心をお持ちの方におかれましては、ぜひ法廷へお越しください。
　　 また、口頭弁論終了後に開催する「記者・原告説明会」へのご参加
　　 も歓迎致します。
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訴
訟
の
経
緯
と

 

マ
イ
ナ
保
険
証
の
失
敗

　

厚
労
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

よ
れ
ば
、
２
０
２
５
年
７
月
、

保
険
診
療
受
診
時
に
お
け
る
マ

イ
ナ
保
険
証
の
利
用
率
は
、
よ

う
や
く
31
・
43
％
で
あ
る
。
診

療
の
受
付
が
で
き
な
い
と
い
う

重
大
な
ト
ラ
ブ
ル
や
情
報
漏
洩

の
不
安
の
た
め
に
、
マ
イ
ナ
保

険
証
の
利
用
率
は
低
迷
し
て
お

り
、
利
用
率
の
増
加
に
伴
っ
て

ト
ラ
ブ
ル
も
増
加
し
て
い
る
。

２
０
２
３
年
、
一
般
診
療
所
に

お
け
る
電
子
カ
ル
テ
の
普
及
率

は
よ
う
や
く
50
％
に
達
し
た
よ

う
だ
。

　

２
０
２
２
年
８
月
、
厚
労
省

が
主
催
す
る
説
明
会
に
お
い

て
、
マ
イ
ナ
保
険
証
に
よ
る
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム

の
導
入
を
義
務
化
す
る
こ
と
、

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務
化
の

法
的
な
瑕
疵
を
明
ら
か
に
す
る

決
定
が
行
わ
れ
た
。

　

「
訴
訟
中
で
あ
る
」
と
い
う

一
言
に
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
の
義
務
化
が
決
定
事
項
で

は
な
い
こ
と
を
明
確
に
伝
え
る

力
が
あ
る
。
折
か
ら
「
保
険
証

を
残
せ
」
を
標
語
に
し
た
市
民

運
動
が
沸
き
起
こ
っ
て
お
り
、

集
会
に
参
加
す
る
と
、
「
お
医

者
さ
ん
も
立
ち
上
が
っ
て
く
れ

た
。
有
難
い
。
力
に
な
り
ま

す
」
と
い
う
感
謝
の
言
葉
が
聞

か
れ
た
。
し
か
し
、
感
謝
す
る

べ
き
は
こ
ち
ら
で
も
あ
っ
た
。

　

被
保
険
者
情
報
は
各
保
険
者

で
管
理
さ
れ
、
外
字
を
含
む
膨

大
な
文
字
に
対
応
し
て
い
る
。

一
方
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

等
で
使
用
さ
れ
る
医
療
保
険
者

等
向
け
中
間
サ
ー
バ
ー
は
外
字

に
対
応
し
て
お
ら
ず
、
１
・
２

億
件
の
加
入
者
情
報
の
う
ち
４

・
４
％
も
の
加
入
者
氏
名
が

「
●
」
表
示
に
な
る
。
両
者
の

表
記
が
異
な
れ
ば
、
マ
イ
ナ
保

険
証
の
ト
ラ
ブ
ル
は
解
消
し
な

い
。
制
度
設
計
に
は
大
き
な
ミ

ス
が
あ
り
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の

誰も 犠牲にし ない社会を談 話

原告団長

須田　 昭夫

健
康
保
険
証
の
発

行
停
止
に
あ
た
り

十
分
な
国
会
審
議

が
行
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。
行
政
訴
訟

を
提
起
し
て
、
オ

義
務
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
医

療
機
関
の
認
可
取
り
消
し
も
あ

り
得
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
、
参

加
者
に
衝
撃
を
与
え
た
。
動
揺

は
大
き
く
、
一
部
に
は
閉
院
の

動
き
が
見
ら
れ
た
。

　

自
動
発
行
さ
れ
る
保
険
証
と

違
っ
て
、
申
告
制
の
マ
イ
ナ
保

険
証
は
保
険
診
療
を
制
限
す
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
が
、

マ
イ
ナ
保
険
証
の
問
題
点
に
つ

い
て
、
政
府
・
厚
労
省
は
全
く

聞
く
耳
を
持
た
な
か
っ
た
。
閉

院
・
廃
院
を
考
え
る
人
た
ち
が

い
る
気
配
が
あ
り
、
少
し
で
も

思
い
止
ま
っ
て
も
ら
う
た
め
に

は
、
政
府
に
対
す
る
毅
然
と
し

た
行
動
を
示
す
こ
と
が
必
要
で

あ
っ
た
。

　

訴
訟
を
前
向
き
に
検
討
し
た

結
果
、
義
務
化
と
い
う
強
制
力

を
持
つ
法
律
の
作
成
は
国
会
の

専
権
事
項
に
該
当
す
る
こ
と
、

の
自
由
が
ど
う
な
る
か
。

　

今
わ
が
国
で
進
め
ら
れ
て
い

る
医
療
Ｄ
Ｘ
の
主
軸
と
な
っ
て

い
る
の
は
マ
イ
ナ
保
険
証
だ

が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

電
子
証
明
書
を
通
じ
て
、
様
々

な
個
人
情
報
が
収
集
さ
れ
、
紐

づ
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
し
た

記
録
は
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
の

発
送
、
生
命
保
険
の
審
査
各

種
、
ロ
ー
ン
の
金
利
決
定
、
人

事
考
課
、
そ
し
て
戦
争
す
る
国

造
り
に
利
用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ

る
。

　

Ａ
Ｉ

は
巨
額
の
費
用
を
か
け

て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
を
発
見
す
る

た
め
に
開
発
さ
れ
た
技
術
と
し

て
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
い

ま
そ
の
技
術
を
使
っ
て
個
々
の

国
民
を
管
理
す
る
社
会
が
造
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
Ａ
Ｉ

は

善
悪
の
区
別
が
で
き
な
い
。
そ

し
て
す
べ
て
を
確
率
に
置
き
換

え
て
計
算
す
る
シ
ス
テ
ム
は
誤

差
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
の

で
、
顔
認
証
も
含
め
て
、
１
０

０
％
の
正
し
さ
は
あ
り
得
な

い
。
誤
差
に
よ
る
被
害
者
が
た

く
さ
ん
出
る
は
ず
だ
。

　

医
療
情
報
の
守
秘
義
務
は
ヒ

失
敗
は
明
ら
か
で
あ
る
。

Ｄ
Ｘ
で
人
を
犠
牲
に
し
な
い

 

た
め
に

　

デ
ジ
タ
ル
技
術
は
単
純
・
正

確
・
安
価
を
旗
印
に
し
て
市
民

生
活
を
豊
か
に
し
て
き
た
。
マ

イ
コ
ン
は
家
電
製
品
や
自
動
車

に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
ス
マ

ホ
や
パ
ソ
コ
ン
の
通
信
は
世
界

を
一
つ
に
繋
げ
た
。
そ
の
恩
恵

は
は
か
り
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ

が
い
ま
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
が
生

み
出
し
た
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）

が
、
人
々
の
生
活
を
脅
か
し
、

支
配
す
る
た
め
に
使
わ
れ
始
め

て
い
る
。

　

例
え
ば
イ
ン
ド
で
は
Ｉ
Ｔ
企

業
が
農
業
の
支
配
を
狙
っ
て
い

る
。
人
工
衛
星
で
調
べ
た
気
象

や
土
壌
の
性
質
に
よ
っ
て
適
合

す
る
作
物
を
決
め
、
種
苗
、
肥

料
、
農
薬
、
収
穫
物
の
購
入
を

契
約
す
る
。
農
産
物
の
加
工
・

流
通
・
販
売
を
Ｉ
Ｔ
企
業
が
引

き
受
け
て
、
最
も
有
利
に
販
売

す
る
シ
ス
テ
ム
を
作
る
。
や
が

て
Ｉ
Ｔ
企
業
の
取
り
分
が
大
き

く
な
っ
て
ゆ
く
恐
れ
も
あ
る
。

Ｉ
Ｔ
企
業
の
支
配
を
嫌
う
農
家

ポ
ク
ラ
テ
ス
の
昔
か
ら
医
師

の
使
命
で
あ
っ
た
。
情
報
の

漏
洩
を
恐
れ
て
患
者
さ
ん
が

本
当
の
こ
と
を
言
わ
な
く
な

れ
ば
正
し
い
診
断
が
で
き
な

く
な
り
、
医
療
が
崩
壊
す
る

恐
れ
が
あ
る
。　

　

し
か
し
今
、
情
報
と
利
益

を
優
先
し
て
、
人
を
使
い
捨

て
る
社
会
が
造
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
化
の

あ
り
方
を
通
じ
て
、
最
も
弱

い
人
へ
の
接
し
方
が
、
あ
ら

た
め
て
社
会
に
問
わ
れ
て
い

る
。

　

控
訴
審
の
第
１
回
目
の
口

頭
弁
論
が
11
月
26
日
に
指
定

さ
れ
た
。
原
告
団
か
ら
は
意

見
陳
述
を
行
う
予
定
で
あ

る
。

　

原
告
の
皆
様
に
お
か
れ
て

は
、
口
頭
弁
論
お
よ
び
記
者

・
原
告
説
明
会
に
お
集
ま
り

い
た
だ
き
た
い
。


